
議案第 39号  

 

 

   西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  

る条例の制定について  

 

 

 西脇市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。  

 

 

  令和８年６月２日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 人事院規則の改正に伴い、災害応急作業等手当の額について、所要

の改正を行う必要があるため。  

 

 



 
 

 
西

脇
市

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

5
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。
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正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

種
類
 

支
給
区
分
 

支
給
額

備
考

（
略
）

３
 
災
害
応
急
 

 
作
業
等
手
当
 

（
略
）
 

日
額

  
1,
44
0円

１
作
業
が
日
没
時
か

ら
日
出
時
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
場
合
 

（
２
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、

左
記
の
額
に
 7
20
円

を
加
算
す
る
。
 

２
 
作
業
が
著
し
く
危

険
で
あ
る
と
市
長
が

認
め
る
場
合
は
、
左

記
の
額
に
 1
,4
40
円

を
加
算
す
る
。
 

（
略
）

（
略
）
 

 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

種
類
 

支
給
区
分

支
給
額

備
考
 

（
略
）

３
災
害
応
急

 
作
業
等
手
当

（
略
）
 

日
額

  
1,
08
0円

１
作
業
が
日
没
時
か
 

ら
日
出
時
ま
で
の
間
 

に
行
わ
れ
た
場
合
 

（
２
に
該
当
す
る
場
 

合
を
除
く
。
）
は
、
 

左
記
の
額
に
 5
40
円
 

を
加
算
す
る
。
 

２
 
作
業
が
著
し
く
危
 

険
で
あ
る
と
市
長
が
 

認
め
る
場
合
は
、
左
 

記
の
額
に
 1
,0
80
円
 

を
加
算
す
る
。
 

（
略
）

（
略
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
し

、
改

正
後

の
西

脇
市

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
の

規
定

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

適

用
す

る
。

 


